
＜修　繕＞

1 修繕名称 はぐくみかん電話交換設備更新修繕

2 施行場所 横須賀市小川町16番地　はぐくみかん

3 修繕物件 特記仕様書に記載のとおり

4 修繕内容

特記仕様書に記載のとおり。
なお、フロアごとの電話配管設備図面の確認を希望する場合は、質問書送付
マニュアルに沿って、質問書の書式を用いてその旨を記載した申請書を作成
し、質問書締切日時までに電子メールで送付すること。

5 履行期間 　契約の日から令和　８年　３月　３１日まで

6 特記事項 撤去品は請負者の責任において処分するものとする

7 契約方法 　総価による物件修繕請負契約

　１　部分払い：しない　

　２　修繕完了後、一括払い

9 施行監理 　現場及び技術的事項を監理する責任者をおくこと。

10 その他事項 　この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　員
連　絡　先

こども家庭支援課　矢野　822-8265

仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に
基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入
経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

 

＜指示又は希望事項＞

グリーン購入

8 支払方法

はぐくみかん電話交換設備更新修繕仕様書



はぐくみかん電話交換設備更新修繕 特記仕様書 

 

 

１． 件名  

はぐくみかん電話交換設備更新修繕 

 

２． 納品及び設置場所 

〒２３８－８５５０ 神奈川県横須賀市小川町１６番地 はぐくみかん 

 

３． 納期 

  契約の日から令和８年３月３１日まで 

（電話交換機等納入及び設置作業、データ設定等、付帯する一切の作業） 

 

４． システム納入の前提条件 

調達する電話交換機のシステムについては、以下の条件を満たすものとする。 

 

（１） 仕様書の内容に疑義が生じた場合は、必ず発注者と打ち合わせを行い、両者協議のう

え、必要に応じて変更を行うものとする。 

 

（２） 既設交換機等の運用方法を十分理解し、これを維持すること 

① 電話交換機の主装置については、すべて更新する。 

② 構内ケーブル、固定電話機(多機能・アナログ)、ＰＨＳ電話機、ＰＨＳアンテナは、

流用が可能なものについては、既設流用してもよいものとする。 

③ 内線番号、発信番号通知、ダイヤルイン設定、代表番号グループ、ピックアップグル

ープは全て現行設定と同様とすること。 

 

（３） 本件納入は、十分な安全管理の下に行い、事故、労働災害に対し万全な体制で防止に

努めること。 

万が一、事故が発生した場合は、その大小に関わらず速やかに発注者に報告すること。 

 

（４） 納入物品の全体画像、メーカー及び製造番号(シリアルナンバー等)が分かる写真を納

品後にデータで提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  



５.機器構成 

（１） 新設機器 

機器名称 数量 実装回路・備考 

電話交換機 

（デジタル電子交換機） 

１式 局線（NTT東日本 ひかり電話オフィスAを継続利用） 

アナログ        ３回線現用／  ８回線実装 

ひかり電話 

アダプタ経由(ＰＲＩ接続) 

１回線２３ｃｈ現用／１回線２３ｃｈ実装 

アダプタ経由(ＢＲＩ接続) 

１回線８ｃｈ現用／１回線８ｃｈ実装 

内線 

多機能電話機    １４８回線現用／１５２回線実装 

アナログ停電用多機能電話機  １回線（上記現用含む） 

アナログ内線     ２９回線現用／ ３２回線実装 

IP専用線        ４回線現用／ ８回線実装 

                 （市役所と接続） 

ＰＨＳ用アンテナ回路４４回線現用／ ４４回線実装 

停電バッテリー容量    ３時間以上 

通話録音装置 １式 ・局線に接続することで、外線通話における通話録音が

可能であること。（アナログ局線は除く） 

・１２００時間程度の録音が可能であること。 

・録音を行う旨の「事前告知」を送出できること。 

・保存期間を経過した録音データは自動的に削除され、

保存容量を確保できる機能を有すること。 

・本装置とPCを接続し、録音データの参照、聴取、外部

メディアへの保存が可能であること。 

構内ＰＨＳ用アンテナ １台 ＰＨＳアンテナ ＩＤ 

ＰＨＳ電話機 １２台  

 

（２） 既設流用可能機器 ※ 

機器名称 数量 実装回路・備考 

多機能電話機 １４７台  

一般電話機 ２９台  

ＰＨＳ電話機 ２３台  

構内ＰＨＳ用アンテナ ４３台 ＰＨＳアンテナ ＮＤ 

アナログ停電用多機能電話

機 

１台  

※既設流用可能な機器を使用せずに新たな機器を設置する場合は、その機器の操作方法説

明を行うとともに、機器に関する発注者からの随時の問い合わせに対応すること。 

 

  



６.  作業 

（１） 作業内容 

・電話交換機等新設機器の設置を行うこと。 

・新設機器のデータ設定を行うこと。 

・指定された短縮ダイヤルを設定すること。 

・既設ケーブルの不良等が発生した場合は、新規に配線すること。 

・新設機器の試験を実施し、正常に動作するか確認すること。 

      ・作業にあたっては、事前に工程表を提出し、発注者承認の上で実施すること。 

      ・電話交換機切替作業にあたっては、接続されている全ての機器が問題なく動作する

ことを確認すること。 

・不要となった既設機器を撤去すること。 

 

（２） 作業中の安全確保及び環境保全について 

・作業に際し公衆災害の防止、作業中の安全確保、及び環境保全のための関係法令の 

記述に従うほかの以下の項目に留意すること。 

      ・高所作業における落下・転落防止を行うこと。 

      ・作業場における酸欠様態及び有毒ガス等の発生防止を行うこと。 

  

（３） 作業時間について 

・作業は原則として平日９：００～１７：００の間に行うものとする。 

・電話交換機切替作業は原則として土日９：００～１７：００の間に行うものとし、 

事前に発注者の承認を得ること。 

・上記時間外に作業する場合は、事前に発注者の承認を得ること。 

 

７．完成図書の納入 

機器の設置調整に関わる試験結果、機器の設定値に関する情報及び配線図・取扱説明書をまと

めた完成図書を１部納入すること。 

 

８．設置後の設備の保証 

（１） 発注者の過誤によらない原因（天災を除く）による設備の損傷などの不良、不備と認

められる場合は、請負者において速やかに無償で修理等の必要な措置を講ずること。 

（２） 納入機器の設置作業、固定作業の不備が原因で事故が発生した場合は、請負者におい

て速やかに無償で修理等必要な措置を施すこと。 

（３） 納入機器に欠陥が発見された場合、速やかに無償で対策を施すこと。 

（４） 納品後、１０年以上修理・保守対応可能な機種を納品すること。 

なお、修理・保守対応可能期間要件の対象は電話交換機本体とし、消耗品、蓄電池、

ケーブル、電話機類は対象外とする。 

 

９．撤去した機器の処分について 

  撤去した既設機器は、請負者の責任において、関係法令に基づき適切に処分すること。 

 

１０．その他 

（１） 設備の搬入、設定等に当たっては、作業を適切かつ円滑に遂行する為、発注者と適宜

協議を行うこと。 

（２） 本仕様書に明記なき事項または疑義が生じた場合は、両者協議の上で対応を決定する

こと。 

（３） 本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏洩又は、他の目的に利用し

てはならない。 




